
介護老人福祉施設重要事項説明書 
１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口              〈２０２６年１月１日〉 

    管理者  伊藤 貴俊 

    担 当  佐藤 正迪  

    連絡先  ０４９－２３２－５１５５ （午前９時～午後６時） 

２ 特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデンの概要 

 （１）提供できるサービスの種類 

    施設名称      川越キングス・ガーデン 

    所在地       川越市大字天沼新田字水窪 247番２ 

    介護保険指定番号  介護老人福祉施設 川越市１１７０４００２２８号 

 （２）施設の職員体制 

（３）施設の設備の概要    

定 員： ８０名   居 室： ４人部屋１３室 ２人部屋１２室 個室４室 

    静養室：４室４床   医務室： １室      食 堂：２室   相談室：１室 

    浴 室：一般浴槽、介助浴槽、特殊機械浴槽があります。   

３ サービス内容 

 (１)介護計画の立案：介護支援専門員と介護職員が協議して計画を立て、利用者または身元 

保証人の方の同意をいただきます。 

 (２)食  事：朝食(８時) 昼食(１２時) 夕食(１８時)、その他、湯茶、おやつ等のサービスがあります。 

 (３)入  浴：原則週２回入浴があります。お体の状態により一般浴槽、介助浴槽、機械を使った特殊浴槽にて入

浴いたします。ただし当日の健康状態に応じ、清拭となる場合もあります。 

 (４)介 護：着替え、食事、排泄、入浴、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動介助等、利用者の様

態に合わせた介護を提供いたします。 

 (５)機能訓練：リハビリ機器を使った機能訓練の他、音楽、楽しいゲームなどを取り入れた機能回復及び維持訓練

をいたします。 

 (６)生活相談：専門職や関連機関と連携しながら利用者ならびに身元保証人の相談に応じます。 

 (７)健康管理：年１回の定期健康診断の他、週１回の医師往診、毎日の看護師の健康チェックが受けられます。ま

た、診療室にて診療や健康相談サービスが受けられます。 

 (８)安全管理:防災、避難訓練等設備を含め、安全面に常時配慮いたします。 

 (９)行政手続代行：行政手続の代行を受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出下さい。 

 (10)日常費用受入・支払代行：介護以外の日常生活に係る諸費用に関する受入・支払代行を申し込むことができま

す。その際、実費に関しては別途利用料をいただくことがあります。 

(11)レクリエーション：日常、リハビリを兼ねたレクリエーションやクラブ活動を行っています。行事によっては、

別途参加費がかかるものもあります。別紙サービス料金表参照。 

 (12)その他のサービス 理美容サービス：理美容サービスを実施いたします。 
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 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 社会福祉施設長資格 1名  管理 1名 

医師 医師免許  1名 診療・健康管理 1名 

生活相談員  介護福祉士 1名以上  生活相談 1名以上 

介護支援専門員 介護支援専門員 1名以上  ケアプラン作成 1名以上 

栄養士 管理栄養士 1名以上  栄養管理、献立 1名以上 

機能訓練指導員 看護師 1名以上  機能訓練指導 1名以上 

事務職員  2名以上  事務 2名以上 

看護・介護職員 

看護師・介護福祉士 

実務者研修・初任者研修等 

認知症介護基礎研修  

24名以上  
看護、機能訓練、 

日常介護業務、運転 
24名以上 



４ 利用料金【（単位×10.27）の介護保険負担割 

合証により一割または二割、三割負担】 

（１）基本料金の目安（１日あたりの施設利用単位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇介護保険適用時の１日あたりの自己負担額基本料金の目安（各加算を含まない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食費 １日当たりの自己負担額基本料金の目安 

 基本費用額 

（第４段階） 

利用者負担額 

第１段階 第２段階 第３段階①② 

食費 1600円 300円 390円 ①650 円②1360 円 

居住費 915円 0円 430円 430 円 

従来型個室 1231円 380円 480円 880円 

※外泊（入院含） 

※介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じることがありますので、ご承知ください。 

※経口維持加算（ⅠⅡ）：認知機能低下、嚥下機能低下により経口摂取が困難な利用者に対し口腔摂取が継続できる 

よう他職種共同で計画に基づき支援を行った場合（Ⅰ）月４００（Ⅱ）月１００単位加算いたします。 

※初期加算：入所した日から起算して 30日以内の期間については、初期加算として、1日につき 30単位を加算 

いたします。(30日を超える入院後も再び初期加算がかかります) 

※看取り介護を行なった場合：死亡日の以前 31日以上 45日以下について 1日につき 72単位、死亡日の以前 4日 

以上 30日以下については 1日につき 144単位を、死亡日の前日及び前々日については 1日につき 680単位、 

死亡日については 1日につき 1280単位を死亡月に加算いたします。 

※排せつ支援加算：排泄障害等のため排泄に介護を要する利用者に対し他職種で協議し支援計画を立て、それに 

基づき支援した場合、月１００単位加算いたします。 

※ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）利用者の自立支援・重度化防止につながるサービスの提供を行い、評価期間の中で機能の 

維持または改善が一定の水準を超えた場合に、月３０単位加算いたします。 

※口腔衛生管理加算：歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が利用者の口腔ケアを実施し介護職員に指導等連携を 

行なった場合、月９０単位加算いたします。 

※低栄養リスク改善加算：低栄養リスクの高い利用者に対し、他職種が協動し計画を立案し、計画に基づき支援 

した場合新規入所、再入所した利用者に対し月３００単位加算いたします。 

※再入所時栄養連携加算：利用者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など施設入所時とは 

大きく異なる栄養管理が必要となった場合、医療機関の栄養士と連携をとって調整を行なった場合、1回に限り、 

４００単位加算いたします。 

※入所期間中に入院又は自宅に外泊した期間の取り扱いは、介護保険給付の扱いに応じた料金といたします。 
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・個別機能訓練加算（Ⅰ）  12単位/日 

・個別機能訓練加算（Ⅱ）  20単位/月 

・看護体制加算（Ⅰ）ロ    4単位/日 

・看護体制加算（Ⅱ）ロ    8単位/日 

・夜勤職員配置体制加算   13単位/日 

多床室 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ 約 588円 約 1176円 約 1764円 

要介護 2 約 658円 約 1316円 約 1974円 

要介護 3 約 731円 約 1462円 約 2193円 

要介護 4 約 801円 約 1602円 約 2403円 

要介護 5 約 869円 約 1738円 約 2607円 

 

 自己負担単位 

(多床室) 

自己負担単位 

(個室) 

要介護 1 ５７３単位 ５８９単位 

要介護 2 ６４１単位 ６５９単位 

要介護 3 ７１２単位 ７３２単位 

要介護 4 ７８０単位 ８０２単位 

要介護 5 ８４７単位 ８７１単位 

 

・入院・外泊時加算 246単位×6日間 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本単位数（Ａ）＋上記の月合計単位数（Ｂ）×0.14の単位数を加算/月 

・日常生活継続支援加算Ⅰ  36単位/日 

・栄養マネジメント強化加算 11単位/日 

個室 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護 1 約 604円 約 1208円 約 1812円 

要介護 2 約 676円 約 1352円 約 2028円 

要介護 3 約 751円 約 1502円 約 2253円 

要介護 4 約 823円 約 1646円 約 2469円 

要介護 5 約 894円 約 1788円 約 2682円 

 



（２）その他の料金 

  ①電気製品使用料として１品目日額３０円を負担していただきます。 

(個人所有の、テレビ・空気清浄機・携帯電話充電・酸素濃縮装置・吸引機・シーパップなど) 

②買物サービス、理美容サービス１回 1,500円、レクリエーション費用、教養娯楽費、受診付き添い費用 

各クラブ活動月額 200円、外出時付き添い費用(※)などは自己負担になります。 

※（距離×20＋1,500×時間×職員数）÷入所者数 

 

 

 

 

 

 

④理美容代 １５００円  

⑤個人的な外出等の送迎に係る料金、小グループ毎の企画による行事参加費  それぞれ実費 

※入所者全体を対象にした行事（例：敬老会・クリスマス会 等）に参加する費用は無料です。 

⑥クラブ活動等参加費 それぞれ、１回参加するごとに２００円となります。 

・のぎくの会(書道)   ・アロマハロ(ハンドマッサージ)   ・あおぞら café             

  ⑦死去後の処置費用 

      ・死去後の処置費(※)  １０，０００円 ・処置セット(※)  ４，０００円 

・顔覆い ５００円                   ・シーツクリーニング  １，４００円 

      ・安置費 1日 １，０００円    ・会議室利用料（葬儀時） 1日 １，０００円 

    ※死去後の処置費は、葬儀会社によっては死去後のお化粧がプランに含まれることがあるため 

     そのようなプランを選ばれなかった場合に、施設で死去後の処置を対応いたします。 

  ⑧ご家族宿泊時の費用 

      ・宿泊費 １日 １，５００円  ・食事 １食 ５００円 ・シーツ使用料１枚 ７００円 

  ⑨夜間等の救急搬送時について 

   夜間、救急搬送時に職員が同乗した場合には、施設の車両による職員の迎えが困難になりますので、タクシー 

で帰園させていただき、タクシー代金(実費)を請求させていただきます。 

（３）支払い方法 

   毎月、１５日前後に前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払い下さい。ただし、退所される場合は、

退所日までの分をその都度請求いたしますので、１５日以内にお支払い下さい。お支払いいただきますと、 

領収書を発行します。お支払い方法は、口座引き落しでお願いします。 

 

５ 当施設のサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

① ご本人、ご家族の気持ちを大切にし、個々の容体に応じた適切かつご希望に添ったサービスを提供します。 

② 利用者の尊厳を重んじ高齢者にお仕えする謙虚さと優しさをもって、生活介護サービスを提供します。 

（２）施設利用にあたっての留意事項 

    ・面会････午前１０時～午後６時 

・外出、外泊････ご家族の付添いがあれば、ご自由にできます。ただし、健康面等の心配がある場合もあり

ますので、施設には事前にご連絡下さい。 

    ・飲酒、喫煙････他の入所者の迷惑にならない範囲で、所定の場所で行って下さい。 

・設備、器具の利用････利用者用に備え付けてあるものは、無料で利用できます。 

・金銭、貴重品の持込み･･居室に鍵のかかるロッカーはありませんので事務室でお預かりいたします。 

・所持品の持込み････危険な物(火気を使う物、刃物等)、管理の手間を要する物(ペット、植木鉢等)、 

衛生上問題のある物、電化製品(冷蔵庫、洗濯機等)の持込みはご遠慮下さい。 
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③施設日用品をご利用される際、月額３，０００円のご負担で下記のものをご利用いただけます。 

（ボックスティッシュ、ウェットティッシュ、歯ブラシ、入歯ブラシ、歯磨き粉、入歯ケース、 

入歯洗浄剤、ポリグリップパウダー、口腔用ガーゼ、マスク、吸い飲み、ストロー、消臭剤、 

洗濯ネット、顔そり（女性用）、寝ぐせ直し、すべり止めマット、ケガ防止チューブ、など） 

施設日用品を    利用する    ・    利用しない 



 

６ 入退所の手続き 

（１）入所手続き 

   入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始いたします。居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、

居宅介護支援専門員に入所の旨をお伝えください。 

（２）退所手続き 

   利用者の都合で退所される場合は退所を希望する日の７日前までに文書でお申し出下さい。 

（３）自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ①利用者が他の介護保険施設に入所した場合。 

   ②介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要支援、要介護１、

要介護２と認定された場合は、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。ただし、要介

護１、２と認定された場合でも、特例入所に該当される場合、サービスは継続されます。 

   ③利用者がお亡くなりになった場合。 

   ④その他 

・利用者が、サービス利用料金の支払いを１か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、

１５日以内に支払わない場合、又は利用者やご家族などが当施設や当施設の従業者、他の利用者に対して

本契約を継続しがたいほどの※背信行為を行った場合は、退所していただくことがございます。この場合

は、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

    ・利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに３か月以内に退院できる見込みがない場合又は入院後３か月

経過しても退院できないことが明らかになった場合、契約を終了させていただきます。この場合、退院後

に再度入所を希望される場合は、お申し出下さい。 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し、退所していただく場合があり

ます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

 

※背信行為とは、以下の通りです。 

a.身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為) 
b.精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 
c.セクシャルハラスメント(意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為)  
d.介護サービスの提供の拒否、事業者からの連絡に応じない等事業運営を著しく阻害する行為 

     e.事業所(管理者・職員)あるいは他の利用者に対する故意な法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為 

 

７ 虐待防止について 

  虐待防止の発生、又はその再発防止につきましては以下の取り組みを行っていきます。 

①虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針の整備を行います。 

②虐待防止に関する責任者を選任するとともに、職員に対し虐待防止のための研修を実施いたします。 

③サービス提供中に虐待を疑わせる状況を確認した場合、市町村に報告する場合があります。 

 

８ 業務継続計画について 

  感染症や災害時にサービス提供を継続的に行えるように事業継続計画を策定し、事業継続計画書について職員に

対し周知し、定期的な研修や訓練を行います。また定期的に計画書の見直しを行います。 

 

９ 感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止について 

  感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のため、定期的に検討委員会、研修、訓練を実施し、指針整備を行います。 

 

10 身体拘束等の適正化のための対策 

  身体拘束等の適正化について、検討する委員会、研修、訓練を定期的に実施するとともに指針の整備を行います。 
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11 緊急時の対応方法 

  ご利用者に容体の変化等があった場合、もしくは重大な事故があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講

ずるほか、身元保証人に速やかに連絡いたします。 

 

12 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。 

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

  

13 非常災害対策 

   ・災害時の対応 災害マニュアルに従った避難と通報および身元保証人への連絡 

   ・防災設備   耐火建築構造、全館スプリンクラー設備設置、消火栓６か所 非常通報装置設置 

   ・防災訓練   年２回の総合消防訓練、その他年１０回の防災訓練実施 

   ・防火責任者  伊藤 貴俊（甲種防火管理者講習課程修了第１１５７５号） 

14 サービス内容に関する相談・苦情 

  （１）当施設利用者の相談・苦情窓口  解決責任者：伊藤貴俊 

     川越キングス・ガーデン事務室  電話番号：０４９－２３２－５１５５ 

    （受付時間 月～金曜日 ９：００～１７：００） 

（２）川越キングス・ガーデン第三者委員 石井 陵太 （電話０４８－７８１－３２２６） 

                       町田 さとみ（電話０４９－２２４－７５９４） 

（３）その他 ・埼玉県国民健康保険団体連合会  苦情相談 ０４８－８２４－２５６８    

・川越市 介護保険課 ０４９－２２４－８８１１(内戦２５６５)    

 

16 当法人の概要   名称・法人種別    社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 

           代表者役職・氏名   理事長  片 岡 正 雄 

本部所在地・電話番号 川越市大字天沼新田字水窪 247番 2 ０４９－２３２－５１５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 第三者評価の実施状況（ 有 ・ 無 ）  

２０２３年１０月１３日      特定非営利法人 ケアマネージメントサポートセンターにより実施。 

 

 

 

 

‐５‐ 

 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名   ライフサポート損害賠償保険 

 

 

 

指

定

事

業 

特別養護老人ホーム ３か所 

短期入所生活介護 ３か所 

介護予防短期入所生活介護       ３か所 

通所介護           ２か所 

訪問介護 ２か所 

地域包括支援センター ２か所 

居宅介護支援    ２か所 

日常生活支援総合事業 ４か所 

 

 

 

定

款

に

定

め

た

事

業 

１ 特別養護老人ホーム 

２ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

３ 老人デイサービス事業 

４ 老人短期入所事業  

５ 老人居宅介護等事業 

６ 老人介護支援センター 

７ 障害者福祉サービス 

８ 生計困難者に対する相談援助支援 

９ 特定相談支援事業 

 


